
転倒災害ゼロにご協力お願いします。 

令和５年１月の大雪により転倒災害が多発しました。年末までに融雪マットの設置と転倒
しにくい履物の着用の準備と危険予知などの教育などの実施を願います。 

2024 年 4 月から労働条件明示のルールが変わります。 
労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項が追加されます。 

参考事例→             第 14 次防→ 

【問い合わせ先】相生労働基準監督署：森本、大岡 

         TEL：0791-22-1020 


